
共生のまちづくり条例に係る周知状況等について 

１．条例研修会等の実施（平成２９年度） 

実施内容 回数 参加人数（延べ） 

研修 市職員 １０回 約１，０００人 

当事者・支援者団体 ９回 約８００人 

福祉事業所 ９回 約３００人 

その他※１ ３１回 約１，９００人 

その他 チラシ配布等※２ １４回 約４，９００人 

合計 ７３回 約８，９００人 

  ※１… 大学、中学校、社会福祉協議会など 

  ※２… 公共施設へのチラシの設置、イベントでの配布など 

２．イベントでの周知啓発の実施 

 ・西区ふれあいまつり（平成２９年９月２４日） 

 ・「いのち・愛・人権」阿賀野展（平成２９年１１月２９日） 

 ・まちなか障がい福祉フェス（平成２９年１２月２日）     など 

３．障がい等を理由とした差別相談対応 

 ■ 平成２９年度 対応件数２７件 

 （障がい種別等の内訳） 

精神 7 件 
（26%） 

発達 4 件 
（15%） 

難病 1 件 
（3%） 

視覚 3件
（27%）

肢体不自由 8件
（73％）

(計 27件)

(計 11 件)

身体 11 件 
（41%） 

知的 4 件 
（15%） 
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共生のまちづくり条例に係る周知状況等について 

（ともにプロジェクトについて） 

新潟市では「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例（共生のまちづく

り条例）」の目的である共生社会の実現を目指して、平成２９年度から「ともにプロジ

ェクト」を立ち上げ、障がいのある人への理解を深める取り組みなどを行っています。 

「バスなか美術館」（連節バスへの障がい者アートの展示）の実施について 

（１）概要 

    ４台の連節バスの広告スペースとモニターを全て使用して障がい者アートを

展示し、障がいや障がいのある人への理解の促進を図ります。連節バス４台の内

部を全て使用する取り組みは連節バスの運行を開始して以来、初となります。 

   この取り組みは，「まちごと美術館ことこと」が水と土の芸術祭の市民プロジ

ェクトとして行う『ＭｏＮＡ（the Museum of Niigata Art）』と、新潟市が推進

する共生社会を目指すプロジェクト「ともにプロジェクト」のコラボレーション

による取り組みで、新潟交通の協力を得て実施しています。 

（２）展示期間 

平成３０年８月２２日（水）から１０月８日（月）まで 

（３）アート展示数 

   １８種類（展示されている障がい者アートは４台同じもの） 

   ※それぞれアートごとに作者・作品紹介を作成し、併せて展示しています。 

（４）展示の様子 
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